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職務 主業務内容 権限 備考

1.最高決定機関 1.本会解散 1.最高決定権限 1.実質は開催（招集）が困難であり
2.総会開催 実質業務を全面的に理事会に委任

役員（理事会＋顧問＋幹事）
1.運営実務決定機関 1.実運営上の各種業務遂行 1.各種規則（会則、内規等）改定・承認 1.実質上の最高決定機関

会長 山根 2.年度初の理事会（総会相当） 2.議題の審議と承認
副会長 大賀 1.前年度活動報告
監査 松岡、井上 3.監査業務 2.前年度決算報告＋監査報告（監事）
理事 39名：詳細は名簿参照 3.今年度活動計画
各期役員 34名：詳細は名簿参照 4.今年度予算報告

5.都度の議題
顧問 鷲見、吉田 1.ご意見番

幹事 運営委員会 1.運営実務機関 1.運営委員会開催（原則月例）
幹事長 笹岡 委員長 山根 2.各種規則（会則、内規等）改定起案
副幹事長 笹間 委員 大賀 3.各種事務処理（会計管理など）
副幹事長 東野 委員 岸田 4.理事会開催

委員 笹岡 5.学生海外渡航支援審査 1.裁量判断　　→　　裁量範囲　　→ 1.理事会承認不要と思しき案件決済
委員 笹間 6.各種運用上の問題や課題対応 但し、会長と副会長の承認は必須
委員 東野

2.ホームページ（HP)運用保守 1.コラム 1.HP掲載の執筆依頼、査読、掲載 1.原則月例更新
2.写真 同上
3.研究室紹介 同上
4.新任教員挨拶 同上
5.学内イベント紹介 同上
6.HP訪問者数及びページ閲覧数習得 1.原則毎月の分析と必要な対策
7.海外渡航支援 1.詳細は内規参考
8.その他

3.湖鳥会だより（メール配信） 1.原則HP更新に同期しプッシュ配信 1.メールアドレス登録会員向け 1.会員向けに必要事項の連絡など
4.各種イベント企画・実行 2.同窓会開催

2.ホームカミングデイ開催
3.同好会設立支援
4.各種アンケート実施

1.原則入学時に希望入会
正会員 卒業生（学士、修士、博士）
準会員 在学生
特別会員 現職員
賛助会員 旧職員、推薦会員
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